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  平成27年８月20日開始の相続により非居住者が対象資産を取得し、納税猶予の特例を適用して被相

続人に係る準確定申告をする場合（相続開始の時までに対象資産の譲渡等がない場合） 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 被相続人が相続開始の時（平成27年８月20日）に有していた対象資産（非居住者が相続により

取得した対象資産） 

上場株式（銘柄等：Ａ不動産）  

・「相続開始の時の価額」         80,000,000円  

・「取得費」               30,000,000円 

２ 被相続人が相続開始の時に有していた対象資産（１以外の対象財産）  

上場株式（銘柄等：Ｂ商事）  

・「相続開始の時の価額」         70,000,000円  

３ 公的年金等の雑収入 

   ・「収入金額」       4,500,000円         ・「所得金額」     3,040,000円 

 

【記載例３】（相続） 
 

「国外転出等の時に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書（兼納税

猶予の特例の適用を受ける場合の対象資産の明細書）《確定申告書付表》」を作成します。

（３～４ページ参照） 

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成します。（５ページ参照） 

「申告書Ｂ第一表」、「申告書Ｂ第二表」、「申告書第三表」等を作成します。（６ページ参照） 

※ 申告書Ｂ第一表、第二表及び「死亡した者の平成＿年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告

書付表」の記載方法は、「平成26年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書Ｂ

用」（平成27年分の手引きが公開されるまで）及び国税庁ホームページを参考にしてください。 

≪記載手順≫ 

「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る納税猶予分の所得税及び復興特別

所得税の額の計算書」を作成します（７ページ参照） 
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「所得税の納税管理人の届出書」を作成します。（２ページ参照） 

※ ２人以上の方が連署により提出する場合は、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等に係る＿

付表」も作成してください。  

 

※ この記載例は、実例に基づかない任意の金額又は簡単な設例に基づいて作成しています。記載方法がご不明な場合

は、最寄りの税務署におたずねください。 
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○○ 

国税 花子 

コクゼイ  ハナコ 

○市××町△△１－２－３ 
○ ○ ○  △△△  ×××× 

27    12     ３ 

国
税 

45     6    12 

会社員 

○市××町△△４－５－６ 

××× - ×××× 

東京 太郎 

トウキョウ   タロウ 

税理士 

９９９，×××，△△△，○○○ 

20     ３   20 

海外勤務のため 

 

東
京 

東京 太郎 

△△△ － ××× － ○○○○ 

関与税理士 

△△△－×××－○○○○ 

国外転出（相続）時課税の適用予定 
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○市××町△△１－２－３ 被相続人 国税 一郎 

27    8  20 

 

80,000,000 

コクゼイ  イチロウ 

27

－

２

－

３ 

✓ 

 

✓ 

 

17   8   20 

 27   8   19 

 

30,000,000 50,000,000 

無職 

   

 
 

✓ 

 

９９９，×××，△△△，○○○ 国税 花子 

△△△－×××－○○○○ 

東京 太郎 
○○○－△△△－×××× 

✓ 
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150,000,000 

80,000,000 

80,000,000 株式 Ａ不動産 

 

甲証券 

本店 

 

2,000株 30,000,000 22 1 12 

     

国税 花子 

国税 一郎 

株式 Ｂ商事 4,000株 70,000,000 
乙証券 

西口支店 

70,000,000 

国税 一郎 

「５ 相続等の時に有している又は契約を締結している対象資産の明細（非居住者である相続人等に

移転したもの）」は、対象資産を取得した非居住者である相続人等が複数いる場合には、当該相続人等ご

とに作成してください。 
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○市××町△△１－２－３ コクゼイ イチロウ 

国税 一郎 

○○○－△△△－×××× 無職 

80,000,000 
 

30,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

50,000,000 
 

80,000,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000,000 
 

 

 

27

－

２

－

３ 

被相続人 

東京 太郎 

△△△－×××－○○○○ 

【記載例３】では、相続開始の時までに株式等の譲渡がありません（また、２ページの「国外転出の時

に譲渡又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」の「４ 確定申告期限までに移転等した対象

資産の収入金額等」に記載がありません）ので、「未公開分」欄には、３ページの「国外転出の時に譲渡

又は決済があったものとみなされる対象資産の明細書」の「３ 譲渡又は決済があったものとみなされ

る対象資産の収入金額等」の「分離課税・株式等の譲渡（未公開分）」の収入金額等を記載することとな

ります。 

(注１) 国外転出（相続）時課税の対象資産が上場株式等であっても、「未公開分」欄に記載します。 

(注２) 相続開始の時までに株式等の譲渡がある場合は、「平成28年１月１日以後に、平成27年分確定申告書を提出す

る場合」の【記載例３】（www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/pdf/57.pdf）を参照してく  

ださい。 
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《第三表》 

 

２７ 

○市××町△△１－２－３ 

８０００００００ 

申告書Ｂ第一表、第二表及び「死亡した

者の平成＿年分の所得税及び復興特別所得

税の確定申告書付表」の記載方法は、「平成

26年分所得税及び復興特別所得税の確定申

告の手引き 確定申告書Ｂ用」（平成27年分

の手引きが公開されるまで）及び国税庁ホ

ームページを参考にしてください。 

コクゼイ イチロウ 

国税 一郎 

５０００００００ 

３０４００００ 

５０００００ 

 ２５４０ 

５００００ 

７５０００００ 

１５６５００ 

 

 

 

７６５６５００ 

 

 

準確定 

被相続人 ○

  

13 7                                                            ３

  

２

  

国外転出（相続）時課税における納税猶予の特

例の適用を受ける場合は、特例適用条文（所法

第137条の３第２項）を記載してください。 
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 ○市××町△△１－２－３ 国税 一郎 
コクゼイ  イチロウ 

無職 

 3,040,000 

3,040,000 

 

 

 500,000 

2,540 

 

156,500 

 

156,500 

156,500 

156,500 

3,286 

159,786 

7,817,286 

 159,786 

7,657,5 

7,657,5 

7,657,5 

27

－

２

－

３ 

 

✓ 

 

 

《第一表(右中部)》 

７６５６５００ 

７６５６５００ 

１６０７８６ 
７８１７２８６ 

 １５９７００ 

７６５７５００ 

７６５７５ 

 

被相続人 

東京 太郎 
△△△－×××－○○○○ 

○○○－△△△－×××× 


